
令和６年度 

第１回定例教育委員会記録

阿 久 根 市 教 育 委 員 会  





１ 日   時   令和６年４月10日（水） 午後２時００分開会 

２ 場   所   市役所第２会議室（３階） 

３ 出 席 委 員  委  員   大漉 孝夫 

         委  員   古賀 正男 

         委  員   中野 真理 

         委  員   西園 敦子 

         教育長  中野 正弘 

４ 事務局職員   教育総務課長兼 

         学校給食ｾﾝﾀｰ所長 牧尾 浩一 

  学校教育課長   濱﨑 忠雄 

  生涯学習課長   新町 勝利 

         スポーツ推進課長 寺地 英兼 

５ 記録者    教育総務課長補佐 中野 美紀

６ 会議に付した事件 

日程第１ 令和５年度第11回定例教育委員会会議録の承認について

日程第２ 事務執行報告について 

日程第３ 報告第１号 令和６年度教育委員会事務局職員の異動について 

日程第４ 報告第２号 阿久根市就学援助費の支給に関する要綱第３条第

２項による支給額の決定について 

日程第５ 報告第３号 阿久根市給食費物価高騰対策補助金交付要綱の制 

定について 

日程第６ 報告第４号 阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則の

一部を改正する規則の制定について 

日程第７ 報告第５号 阿久根市民交流センター条例施行規則の一部を改

正する規則の制定について 

  日程第８ 議案第１号 令和６年度阿久根市奨学生の選考について 

  日程第９ その他 

７ その他 

  今後の日程について 

８ 議事の概要 

別紙のとおり 



定例教育委員会 ４／10（水）  開会 午後２時００分 

報告・議決事項の採決状況 

○報告事項 

報告番号 件 名 審議の状況 採決次第 

報告第１号 

報告第２号 

報告第３号 

報告第４号 

報告第５号 

 令和６年度教育委員会事務局職

員の異動について 

阿久根市就学援助費の支給に関

する要綱第３条第２項による支給

額の決定について 

阿久根市給食費物価高騰対策補

助金交付要綱の制定について 

阿久根市教育委員会の行政組織

等に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

阿久根市民交流センター条例施

行規則の一部を改正する規則の制

定について 

特記事項なし 

特記事項なし 

特記事項なし 

特記事項なし 

特記事項なし 

承 認 

承 認 

承 認 

承 認 

承 認 

○議決事項 

議案番号 件 名 審議の状況 採決次第 

議案第１号 令和６年度阿久根市奨学生の選

考について 

特記事項なし 原案可決 



議事の要旨 

日程第１ 令和５年度第11回定例教育委員会会議録の承認について 

 教育長・教育委員  異議なく承認。 

日程第２ 事務執行報告について 

教育委員、教育長、各課長から報告あり。 

西園委員      中学校卒業後の進路について、就職した者がいたが、元々

就職希望だったのか、そうではなく進学が叶わなくて就職し

たのか。      

中野教育長     元々就職希望の者である。   

その他報告に対する質疑等なし。 

日程第３ 報告第１号 令和６年度教育委員会事務局職員の異動について 

教育総務課長 令和６年４月１日付け人事異動について報告した。 

大漉委員      学習支援員は全部配置されているか。 

中野教育長     全部配置している。 

質問・異議なく承認。 

日程第４ 報告第２号 阿久根市就学援助費の支給に関する要綱第３条第２項に

よる支給額の決定について 

教育総務課長   就学援助費の支給額については、阿久根市就学援助費の支

給に関する要綱第３条第２項において「毎年度、教育委員

会が別に定める」と規定されている。 

令和６年度の支給額については、昨今の物価高騰を考慮

し、消費者物価指数を乗じて算出した。今後、年度途中に

様々な情勢や他自治体の状況を踏まえ見直す場合、改めて

報告する。 

質問・異議なく承認。 

日程第５ 報告第３号 阿久根市給食費物価高騰対策補助金交付要綱の制定につ

いて 



学校給食ｾﾝﾀｰ所長   物価高騰の影響により、安定した学校給食の提供を行う

ため、令和６年度から値上げを決定した学校給食費につい

て、その値上げ分を補助するため必要な要綱を制定するも

のである。 

一人当たりの補助金の額は、小学生は月額380円、中学生

は月額580円以内の額とした。 

 質問・異議なく承認。 

日程第６ 報告第４号 阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部を

改正する規則の制定について 

スポーツ推進課長  令和６年４月１日付けの機構改革及び令和５年度に開催さ

れた燃ゆる感動鹿児島国体の事務が終了したことにより改正

するものである。 

学校教育課に置く係は、管理係、指導係、教育保健係に、

スポーツ推進課に置く係は、スポーツ係に改め、これに伴い、

分掌事務についても追加及び削除した。 

質問・異議なく承認。 

日程第７ 報告第５号 阿久根市民交流センター条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について 

生涯学習課長    規則の別表中、単位が不足しているものについて追加し、

備考欄に記載の品番等については、記載の必要性が低いため

削除した。また、新たに購入した項目を追加したものである。 

質問・異議なく承認。

日程第８ 議案第１号 令和６年度阿久根市奨学生の選考について 

【本議案については、非公開。】

全委員一致で可決。

日程第９ その他 

他に質問・意見等なし。



その他（今後の日程について報告） 

                     閉会時間  午後２時５２分 


